
訪問看護ネットワーク事業

・事務職員雇用支援事業

・システム導入事業

・特定行為等研修代替職員確保事業

大阪府訪問看護推進事業

2026年度 要件が緩和されました

規模拡大・・・前年度末に看護職員の常勤換算が5人未満の事業所事業完了時

1.0人の増員 0.5人の増加で規模拡大の達成となりました。
但し、申請書に「看護職常勤換算5.0人以上と（維持）する為の
事業計画」記載が必要。



申 請 報 告実 施

報告書・添付書類の一式
締め切りまでに提出

・事務職員、看護職員の雇用

・機能強化

・訪問看護の連携システム導入

・特定行為研修等の受講

補助金の交付

・（補助対象となる）事業計画を策定

・補助金申請の要件の確認

・申請書の作成

申請期間：2026年７月１日～
2027年１月６日

報告書受付期間：事業完了時点～
2027年２月26日

2027年３月～4月







・看護職員の常勤換算の増加 or 機能強化の達成
・導入したシステムの利用料・購入費の領収書
・購入した端末代金等領収書
・事務職員の雇用保険の加入
・タイムカード等による勤務管理・賃金台帳
・医療・介護についての届け出・受理された証明

・代替職員のタイムカード等による勤務管理
雇用保険写し・賃金台帳を整える

雇用保険の未加入①
条件を満たしていない理由を書いた上申書の提出

雇用保険の未加入②
代表であるために雇用保険に加入していない等の
理由を書いた上申書

タイムカードの不備
出勤簿等で勤務実績が確認できるものと勤務時間
が確認できる書類 理由を書いた上申書
ex ・タイムカードにより勤怠管理を行っていない。

・代表であるため、タイムカードによる
勤怠管理を行っていない。

規模拡大・・・事業完了時点の看護職員常勤換算(実績）
機能強化・・・市区町村等の受領印がある届出

システム導入…導入日が明記された書類
購入備品…領収書。カードでの購入の場合は

引き落としがなされた口座の写し

提出書類について



事業の利用で、

看護師のさらなるスキルアップ

安定した経営のための 規模拡大・機能強化

そして… より一層 活気のある元気な事業所の運営を ！

大阪府訪問看護ステーション協会

TEL06-6767-3800 / FAX06-6767-3801
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